
入札公告（物品の製造） 
 

 次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。 

 

平成２１年８月２４日 

 

独立行政法人 

森林総合研究所森林農地整備センター 

東北北海道整備局長 美濃 眞一郎 

 

記 

 

１．物品の製造の概要 

（１）件名     平成 21 年度郡山区域直営施工に係る物品製造（防護柵） 

（２）納入場所    福島県郡山市地内 

（３）物品の製造内容 

 本件は、農用地総合整備事業郡山区域における区画整理排水路防護柵の材料として 

の物品を製造するものである。 

主要物品製造数量 

①丸棒加工材（縦木φ10cm、L=1.55m）   ８８０本 

②丸棒加工材（横木φ10cm、L=1.70m） １，６２０本 

（４）履行期限  平成２１年１０月３０日まで 

 

２．競争参加資格 

 競争参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以 

下「確認資料」という。）の提出者は、次のすべての条件を満たす者とする。 

（１）独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター業者等選定要領（20 森林整管第

54 号。以下「業者等選定要領」という。）第７条（有資格者としない者）及び第８条

（有資格者としないことがある者）の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、業者等選定要領第７条中、特別の事情がある場合に該当する。 

（２）独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター（特定中山間等部門）における

平成１９・２０・２１年度物品の製造に係る一般競争参加資格を付与されている有資

格者のうち、物品の製造「Ｂ等級」、「Ｃ等級」又は「Ｄ等級」に認定されている者

であること。ただし、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始

の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、独立行政法人森

林総合研究所森林農地整備センターが別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再

認定を受けている者であること｡ 

（３）確認申請書及び確認資料の提出期限の日から開札までの期間に独立行政法人森林総

合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局長（以下「東北北海道整備局長」と

いう。）から「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター物品の製造・役務等

契約に係る指名停止等の措置について」（20 森林整管第 63 号。以下「指名停止等措置」

という。）に基づき指名停止を受けていないこと。 

（４）物品の製造の実績 
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平成１１年度以降に元請として完了した国、特殊法人等又は地方公共団体発注の

物品の製造の実績を１件以上有さなければならない。 

 なお、特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施

行令（平成 13 年政令第 34 号）第 1 条に規定する法人（日本道路公団など、同条に

規定する法人の組織改編前の法人も含む。）をいう。 

（５）不誠実な行為 

① 警察当局から、独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターに対し、暴力団

員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、公共事業からの排

除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

② 虚偽の確認申請書の提出の事実がある。 

（６）経営状況 

   手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止を受け、経営状態が著

しく不健全である者でないこと。 

（７）労働福祉 

   賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があり、これに対する改善がなされ

ていない者でないこと。 

 

３．入札手続等 

 本件は、入札の手続きについて、紙による入札を行う。 

（１）担当課 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 8 階 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局 

管理課（小貫、横山、狩野） 

電話 (019)654-0101 

（２）入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法 

① 交付期間：平成２１年８月２４日から入札執行日の前日までの行政機関の休日に 

     関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休

日（以下「休日」という。）を除く毎日、１０時から１２時、１３時

から１６時まで 

② 交付場所 

ア 岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 8 階 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

管理課（小貫、横山、狩野） 

電話 (019)654-0101 

イ 福島県郡山市朝日一丁目２０番２号 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

郡山建設事業所（袴田、阿部） 

電話 (024)991-4981 

③ 交付方法： ３．（２）の②の交付場所において CD-R を手交する。または、下記

のホームページ上から配布の受け付けがあった場合はメールにて送信

する。なお、入札説明書に係る費用は無料とするが、CD-R は後日返却

のこと。 

         【ホームページアドレス】 

          http://www.green.go.jp/area/seibi-nou/touhoku/index.html 

（３）確認申請書及び確認資料の提出期間、提出場所及び提出方法 

 東北北海道整備局長は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、

参加希望者から確認申請書及び確認資料の提出を求める。 
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  ① 提出期間：平成２１年８月２５日から平成２１年９月７日までの休日を除く毎日、

１０時から１２時、１３時から１６時まで 

② 提出場所 

ア 岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 8 階 

                独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

管理課（小貫、横山、狩野） 

            電話 (019)654-0101 

イ 福島県郡山市朝日一丁目２０番２号 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

郡山建設事業所（袴田、阿部） 

電話 (024)991-4981 

③ 提出方法：３．（３）の②の提出場所に正１部を提出すること。ただし、郵送又

は電送によるものは受け付けない。 

（４）入札方法等 

  ① 提出方法：入札書は持参し、郵送又は電送（電報、FAX）による入札は認めない。 

② 入札書記載金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

（５）入札執行の日時及び場所 

① 日 時：平成２１年１０月５日 １４時００分 

② 場 所：福島県郡山市朝日一丁目２０番２号 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局 

郡山建設事業所会議室 

③ その他：入札の際には、東北北海道整備局長から競争参加資格があることが確認

された旨の通知書の写しを提出すること。 

④ 競争参加資格がないと認められた者が説明を求めた場合は、入札の執行を延期す

ることとし、入札公告の訂正を掲示及び下記のホームページへの掲載により公告す

る。 

【ホームページアドレス】 

  http://www.green.go.jp/area/seibi-nou/touhoku/index.html 

⑤ 変更後の入札執行の日時及び場所については、競争参加資格があると認めた者へ   

追って通知するが、３．（５）の④の掲示及びホームページを確認すること。 

 

４．入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金は免除するものとする。 

          

５．入札の無効 

（１） 本公告に示した競争参加資格（競争に参加する者に必要な資格）のない者のした入 

札、確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

（２）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

（３）東北北海道整備局長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開

札の時において２.に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。 
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６．その他 

（１）落札者の決定方法 

    独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター契約事務取扱要領（20 森林整

管第 35 号）第１０条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって有効な申込み（入札）を行った者を落札者とする。ただし、落札者と

なるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格を

もって申込み（入札）を行った者を落札者とすることがある。   

（２）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

（３）手続における交渉の有無  無 

（４）契約書作成の要否  要 

（５）関連情報を入手するための照会窓口  ３．（１）に同じ 

（６）確認申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置に基

づく指名停止を行うことがある。 

（７）詳細は、入札説明書による。 
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